
議案第 109 号

枚方市国民健康保険条例の一部改正について

次のとおり枚方市国民健康保険条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由

1 大阪府国民健康保険運営方針を踏まえ、保険料率等を見直すため。

2 退職被保険者に関する規定を削除するため。
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枚方市条例第 号

枚方市国民健康保険条例の一部を改正する条例

枚方市国民健康保険条例（昭和54年枚方市条例第37号）の一部を次のように改正する。

第 6条の 2第 1項中第 1号を削り、第 2号を第 1号とし、同項第 3号中「第37条第 1項に規定す

る医療（結核に係るものに限る。）又は感染症法」を削り、同号を同項第 2号とし、同条第 2項中

第 2号を削り、第 3号を第 2号とし、第 4号を第 3号とし、同項第 5号中「、精神保健福祉法」を

削り、同号を同項第 4号とし、同条第 3項中「第 1項第 2号に掲げる医療又は第 1項第 3号」を

「第 1項各号」に改める。

第10条の 3の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条各号列記以外の部分中「一般被保険

者（法附則第 7条第 1項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被

保険者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、同条第 1号イ中「（一般被保険者に係るものに限

る。）」を削り、同号口中「附則第22条」を「附則第 7条」に改め、 「大阪府が行う国民健康保険

の一般被保険者に係るものに限り、」を削り、同号へ中「退職被保険者等に係る療養の給付に要す

る費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入

院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療餐費

及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者

に係る」及び「及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用」を削

り、同条第 2号口中「附則第22条」を「附則第 7条」に改め、同号ハ中「（二において「国民健康

保険保険給付毀等交付金」という。） （退職被保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第22

条の規定により読み替えられた法第70条第 1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下

同じ。）に係るものを除く。）」を削り、同号二中「収入」の次に「の額」を加え、 「法附則第 9

条第 1項の規定により読み替えられた、」及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被

保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）」を削り、 「除く。）の額」を「除

く。）」に改める。

第11条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者に係る」を削り、 「一

般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、 「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の

世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割

額）」を削り、 「100円未満」を「 1円未満」に改める。

第12条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第 1項中「一般被保険者」を「被保険

者」に改める。

第13条の見出し及び同条第 1項各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同項各号

を次のように改める。

(1) 所得割 法第82条の 3第 1項及び第 3項の規定により大阪府が算定し、及び通知する市町村

標準保険料率（以下「市町村標準保険料率」という。）のうち、基礎賦課額の保険料率におけ

る所得割の率
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(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等

割の額

(3) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めると

ころにより算定した額

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率に

おける世帯別平等割の額

ロ 特定世帯（特定同一世帯所属者（法第 6条第 8号に該当したことにより被保険者の資格を

喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をい

う。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以

下「特定月」という。）以後 5年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険

者がいない場合に限る。）をいう。以下同じ。） イに定めるところにより算定した額に 2

分の 1を乗じて得た額

ハ 特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって

特定月以後 5年を経過する月の翌月から特定月以後 8年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。以下同じ。） イに定めるとこ

ろにより算定した額に 4分の 3を乗じて得た額

第13条第 2項中「小数点以下第4位未満の端数又は10円末満」を「 1円末満」に改める。

第14条から第16条までを次のように改める。

第14条から第16条まで 削除

第16条の 2を削る。

第17条中「又は第14条」及び「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合に

は、第11条の基礎賦課額と第14条の基礎賦課額との合算額をいう。第19条第 3項、第20条及び第24

条第 1項において同じ。）」を削り、 「650,000円」を「各年度において法第82条の 3第 3項の規

定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の 7第 2項第 9号

に掲げる額」に改める。

第17条の 2の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第 1号

中「係る部分であって、大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を「充てる部分」

に改め、同条第 2号イ中「附則第22条」を「附則第 7条」に改め、同号口中「法附則第 9条第 1項

の規定により読み替えられた、」を削る。

第17条の 3の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者に」を「被保険者

に」に改め、 「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一

般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」を削り、 「100円未満」を「 1円

未満」に改める。

第17条の 4の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者」を「被保険者」

に改める。

第17条の 5の見出し及び同条第 1項各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同項

第 1号及び第 2号を次のように改める。
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(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割

の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率におけ

る被保険者均等割の額

第17条の 5第 1項第 3号イを次のように改める。

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率における世帯別平等割の額

第17条の 5第 2項中「小数点以下第4位未満の端数又は10円未満」を「 1円未満」に改める。

第17条の 6から第17条の 9までを次のように改める。

第17条の 6から第17条の 9まで削除

第17条の10中「又は第17条の 6」及び「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属す

る場合には、第17条の 3の後期高齢者支援金等賦課額と第17条の 6の後期高齢者支援金等賦課額と

の合算額をいう。第19条第 3項、第20条及び第24条第 1項において同じ。）」を削り、 「200,000

円」を「各年度において法第82条の 3第 3項の規定による通知が行われた日において施行されてい

た国民健康保険法施行令第29条の 7第 3項第 8号に掲げる額」に改める。

第17条の11第 2号イ中「附則第22条」を「附則第 7条」に改め、同号口中「法附則第 9条第 1項

の規定により読み替えられた」を削る。

第17条の12中「100円未満」を「 1円未満」に改める。

第17条の14第 1項各号を次のように改める。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険

者均等割の額

第17条の14第 2項中「小数点以下第 4位未満の端数又は10円未満」を「 1円未満」に改める。

第17条の15中「170,000円」を「各年度において法第82条の 3第 3項の規定による通知が行われ

た日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の 7第4項第 8号に掲げる額」に改め

る。

第19条第 3項中「若しくは第14条」及び「若しくは第17条の 6」を削り、同項ただし書中「すべ

て」を「全て」に改める。

第20条第 1項中「増加」を「増加し、」に、 「減少し、又は」を「減少し、若しくは」に、 「な

った若しくは」を「なった、若しくは」に改め、 「若しくは第14条」及び「若しくは第17条の 6」

を削り、 「又は第17条の12」を「、第17条の12」に、 「又は第24条第 1項各号に定める額若しくは

同条第 3項若しくは第 4項の規定により読み替えて準用する同条第 1項各号に定める」を「、第24

条第 1項各号（同条第 3項又は第 4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において

同じ。）に定める額、第24条の 4第 1項（同条第 3項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の 5を

乗じて得た額、第24条の 4第 4項第 1号（同条第 6項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に掲げる額、第24条の 5第 1項各号（同条第 3項又は第 4項の規定によ
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り読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に掲げる額又は同条第 5項各号（同条第

7項又は第 8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に掲げる」

に、 「する。）又は」を「する。）若しくは」に、 「日又は」を「日若しくは」に改め、同条第 2

項中「若しくは第14条」及び「若しくは第17条の 6」を削り、 「又は」を「、」に、 「若しくは同

条第 3項若しくは第 4項の規定により読み替えて準用する同条第 1項各号に定める」を「、第24条

の4第 1項に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の 5を乗じて得た額、

第24条の 4第4項第 1号に掲げる額、第24条の 5第 1項各号に掲げる額又は同条第 5項各号に掲げ

る」に改める。

第24条第 1項各号列記以外の部分中「又は第14条」を削り、同項第 2号中「290,000円」を

「295,000円」に改め、同項第 3号中「535,000円」を「545,000円」に改め、同条第 3項中「又は

第14条」及び「又は第17条の 6」を削り、同条第4項中「又は第14条」を削る。

第24条の 4第 1項中「又は第16条」を削り、同条第 3項中「又は第16条」及び「又は第17条の

8」を削り、同条第 4項第 1号中「又は第16条」を削り、同条第 6項中「又は第16条」及び「又は

第17条の 8」を削る。

第24条の 5第 1項中「又は第14条」を削り、同条第 3項中「又は第14条」及び「又は第17条の

6」を削り、同条第 4項及び第 5項中「又は第14条」を削り、同条第 7項中「又は第14条」及び

「又は第17条の 6」を削り、同条第 8項中「又は第14条」を削る。

第26条第 1項中「20日以内」を「30日以内」に改める。

第27条第 3項中「ついて」の次に「、規則で定める」を加える。

第29条第 2項中「は、」の次に「規則で定めるやむを得ない理由があると認める場合を除き、納

期限までに」を加える。

附則

1 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。ただし、第19条の改正規定（同条第 3項中「若

しくは第14条」及び「若しくは第17条の 6」を削る部分を除く。）、第20条の改正規定（同条第

1項中「若しくは第14条」及び「若しくは第17条の 6」を削る部分前びに同条第 2項中「若しく

は第14条」及び「若しくは第17条の 6」を削る部分を除く。）、第26条の改正規定及び第27条の

改正規定並びに附則第 3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の枚方市国民健康保険条例（第20条及び第26条を除く。）の規定は、令和 6年度以後の

保険料について適用し、令和 5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第20条の規定は、附則第 1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に賦課する保険

料について適用する。
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議案第 109 号参考資料

枚方市国民健康保険条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（精神・結核医療給付金）

第 6条の 2 被保険者が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属

する世帯の世帯主に対し、当該医療に要した費用について、精神・結核医

療給付金を支給する。

|
2
1
6
1
 

田
―
②
-

［略］

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号。以下「感染症法」

する医療

という。）第37条の 2第 1項に規定

（精神・結核医療給付金）

第 6条の 2 被保険者が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属

する世帯の世帯主に対し、当該医療に要した費用について、精神・結核医

療給付金を支給する。

山精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要した費用の額 I2 

から当該医療について次に定める額を控除した額とする。

(1) ［略］

図
③
＿
出

［略］

［略］

被保険者が法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律及び感染症法以外の法令の規定により医療に関する給付を受

以下「精神保健福祉法」

に規定する医療

［略］②
-

という。）第29条第 1項又は第29条の 2第1項

凶感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号。以下「感染症法」という。）第37条第 1項に規定する

医療（結核に係るものに限る。）又は感染症法第37条の 2第 1項に規定

する医療

精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要した費用の額

から当該医療について次に定める額を控除した額とする。

(1) ［略］

盆精神保健福祉法の規定により負担される額（精神保健福祉法第31条の

規定により徴収された費用の額を除く。）

凶［略］

心

固

［略］

被保険者が法、精神保健福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律及び感染症法以外の法令の規定により灰療



主要な改正部分の新l日対照表

新（改正後） 旧（現行）

けることができる者であるときは、当該給付により負担される額 に関する給付を受けることができる者であるときは、当該給付により負

担される額

3 本市は、被保険者が第 1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保

険者が保険医療機関等に支払うべき当該医療に要した費用について、精

神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給

すべき額の範囲内において、世帯主に代わり、支払うことができる。

4
 

［略］

（基礎賦課総額）
|

2

1

7
ー

第10条の 3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第24条、第24条の4及び第

24条の 5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、

その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」とい

う。）は、第 1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控

除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相

当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、

保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

3 

る医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該

4
 

本市は、被保険者が第 1項第2号に掲げる医療又は第 1項第3号に掲げ

医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の

属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の範囲内において、世帯主に代わ

り、支払うことができる。

［略］

（一般被保険者に係る基礎賦課総額）

第10条の 3 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第 7条第 1項に規

定する退職皮保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保険

者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額（第24条、第24条の 4及び第24

条の 5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）

は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した

額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る ）の額

から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入

院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪

問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療

養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第 7条の規定により読み替えら

れた法第75条の 7第 1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下こ

の条において同じ。）の納付に要する費用（大阪府の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後

期高齢者支援金等（以下「後期裔齢者支援金等」という。）、高齢者

医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」

という。）及び介護保険法（平成 9年法律第123号）の規定による納

付金（以下「介護納付金」

分を除く。）の額

|
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ハ～ホ ［略］

という。）の納付に要する費用に充てる部

へ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行

に要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。）の額を除く。）

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第22条の規定により読み替えら

れた法第75条の 7第 1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下こ

の条において同じ。）の納付に要する費用（大阪府が行う国民健康保

険の一般被保険者に係るものに限り、大阪府の国民健康保険に関する

(2) 

特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢

者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療確

保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」とい

う。）及び介護保険法（平成 9年法律第123号）の規定による納付金

ハ～ホ

（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を

除く。）の額

［略］

へ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行

に要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要

する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除し

た額並びに入院時食事療義費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪間看護療養費、特別療義費、移送費、高額療養費及び高額

介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健

康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険者等に係る国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。）

当該年度における次に掲げる額の合算額



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

イ ［略］ イ ［略］

ロ 法附則第 7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により ロ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高 （大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用 齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。以下この口において同じ。）に係るものを除く。） に充てる部分に限る。以下この口において同じ。）に係るものを除く。）

及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納 及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額

ハ 法第75条の 2第 1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額のう ハ 法第75条の 2第 1項の国民健康保険保険給付費等交付金（二におい

ち、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和34年政令 て「国民健康保険保険給付費等交付金」という，） （退職被保険者等

|2191 

第41号。以下「算定政令」という。）第 6条第6項第 1号から第 3号 の療整の給付等に要する費用（法附則第22条の規定により読み替えら

までに掲げる額の合算額を除く額 れた法第70条第 1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう，以

下同じ。）に係るものを除く。）の額のうち、国民健康保険の国庫負

担金等の算定に関する政令（昭和34年政令第41号。以下「算定政令」

という。）第 6条第6項第 1号から第 3号までに掲げる額の合算額を

除く額

二 その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行 二 その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行

に要する費用を除く。）のための収入四顛（法第72条の 3第 1項、第 に要する費用を除く。）のための収入（法附則第9条第 1項の規定に

72条の 3の2第 1項及び第72条の 3の3第 1項の規定による繰入金 より読み替えられた、法第72条の 3第 1項、第72条の 3の2第 1項及

の額並びに算定政令第 6条第 6項第 1号から第 3号までに掲げる額 び第72条の 3の3第 1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保

を除く。） 険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係

るものに限る。）の額並びに算定政令第 6条第6項第 1号から第 3号

までに掲げる額を除く。）の額



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

（基礎賦課額）

第11条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、その世帯に属する被保険者に

2立一算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該

世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。この場合において、

その額に 1円末満の端数があるときは、これを切り捨てる。

|
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（基礎賦課額の所得割額の算定）

第12条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所

得に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の 2第 1項に規定する

総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額（同法附則第33条の 2第 5項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額（同法附則第35条の 2の6第 8項又は第11項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の 3第 5項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡

所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の 4第 1項若

しくは第 2項、第34条第 1項、第34条の 2第 1項、第34条の 3第 1項、第

35条第 1項、第35条の 2第 1項、第35条の 3第 1項又は第36条の規定の適

用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第 1項に規定す

る長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則

第35条第 5項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第33条の 4

第 1項若しくは第 2項、第34条第 1項、第34条の 2第 1項、第34条の 3第

（一般被保険者に係る基礎賦課額）

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、その世帯

に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険

者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被

保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の合計額とす

これをる。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、

切り捨てる。

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定）

第12条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の 2第 1項に規定

する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額（同法附則第33条の 2第 5項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額（同法附則第35条の 2の6第 8項又は第11項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の 3第 5項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期

譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の 4第 1

項若しくは第 2項、第34条第 1項、第34条の 2第 1項、第34条の 3第 1項、

第35条第 1項、第35条の 2第 1項、第35条の 3第 1項又は第36条の規定の

滴用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第 1項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附

則第35条第 5項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措罹法第33条の

4第 1項若しくは第 2項、第34条第 1項、第34条の 2第 1項、第34条の 3



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）
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1項、第35条第 1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規

定の適用により同法第32条第 1項に規定する短期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条の 2第5項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の 3第15項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の 2の2第5

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の 2の

6第11項又は第35条の 3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の 4の2第7項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第8

条第2項（同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含

む。第24条第 1項第 1号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、

同法第8条第4項（同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する

場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和44年法律第46号。同号において「租税条約等実施特例法」という。）

第3条の 2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に

規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の合計

額から地方税法第314条の 2第2項の規定による控除をした後の総所得金

額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の

合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」

の保険料率を乗じて算定する。

という。）に、次条の所得割

第 1項、第35条第 1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの

規定の適用により同法第32条第 1項に規定する短期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条の 2第5項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の 3第15項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の 2の2第

5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の 2

の6第11項又は第35条の 3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の 4第4項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第

8条第2項（同法第12条第5項及び第16条第 2項において準用する場合を

含む。第24条第 1項第 1号において同じ。）に規定する特例適用利子等の

額、同法第8条第4項（同法第12条第6項及び第16条第3項において準用

する場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号。同号において「租税条約等実施特例法」と

いう。）第3条の 2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第

12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）

の合計額から地方税法第314条の 2第2項の規定による控除をした後の総

所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」 という。）に、次条の

所得割の保険料率を乗じて算定する。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

2 ［略］ 2 ［略］

（基礎賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率）

第13条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 第13条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

山所得割 法第82条の 3鐙 1項及び第3項の規定により大阪府が算定 山 所 得 割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100公の48.2に相当する

し、及び通知する市町村標準保険料率（以下「市町村橙準保険料率」と 額を一般被保険者に係る基礎控除後の総近得金額等（国民健康保険法施

いう。）のうちユ基礎賦課額の保険料率における所得割の率 行令璽29条の 7第2項第4号ただし書に規定する場合にあってl丸国民

盆被保険者均等割 市町村橿準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率 健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）笙32条の 9に規定する

における被保険者均等割の額 方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数

凶世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応らそれぞれイ 盆被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の31.1に

ー222|

からハまでに定めるところにより算定した額 相当する額を当該年度の前年度及びその直前の 2箇年度の各年度にお

4 口又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基 ける一般被保険者の数等を鞄案して算定した数で除して得た額

礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 凶世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応らそれぞれイ

三特定世帯（特定同一世帯所属者（法璽 6条璽8号に該当したことに からハまでに定めるところにより鐙定した額

より被保険者の資格を喪失した者であって□当該資格を喪失した日の 4 口又はハに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課

前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）と同一 総額の100分の20.7に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の

の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下 2箇年度の各年度における一般盤保険者が屈する世帯の数等を懃案

「特定月」という。）以後 5年を経過する月までの間にあるもの（当 して簑定した数から特定同一世帯所属者（法第6条鐙 8号に該当した

該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。以下同じQ) ことにより被保険者の資格を喪失した者であって3 当該資格を喪失し

イに定めるところにより算定した額に 2公の 1を乗じて得た額 た日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう g 以下同じ。）

公特定継続世帯（特定同一世帯酉属者と同一の世帯に属する被保険者 と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属

が属する世帯であって特定月以後 5年を経過する月の翌月から特定 する月（以下「特定月」という，）以後 5年を経過する月までの間に

月以後 8年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険 あるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定

者がいない場合に限る，）をいう，以下同じ。） イに定めるところ 世帯」という。）の数に 2合の 1を乗じて得た数と特定同一世帯所属
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新（改正後） 旧（現行）

により算定した額に4分の 3を乗じて得た額 者と同一の世帯に属する一般披保険者が属する世帯であって特定月

以後 5年を経過する月の翌月から特定月以後 8年を経過する月まで

の間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る2 以下

「特定継続世帯」という。）の数に4公の 1を乗じて得た数の合計数

を控除した数で除して得た額

ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に 2分の 1を乗じ

て得た額

公特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に 4分の 3を

乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、 1円未満の端数があ 2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未

|223ー

るときは、これを切り上げるものとする。 満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとす

る。

3 ［略］ 3 ［略］

（退職被保険者等に係る基礎賦課額）

第14条から第16条まで削陸 第14条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、その世

帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び披保険者均等割

額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計

額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、近

得割額及び披保険者均等割額の合算額の総額）とする2 この場合において、

その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

（退職被保険者等に係る基礎琶課額の近得割額の算定）

鐙15粂 前条の近得割額は旦退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額

等に、第13条の所得割の保険料率を乗じて算定する，
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新（改正後） 旧（現行）

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定）

第16条 第14条の被保険者均等割額は、第13条の規定により算定した額と同

額とする。

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定）

第16条の 2 第14条の世帯別平等割額は、第 1号から第 3号までに掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ第 1号から第 3号までに定める額とする。

山次号又は第 3号に掲げる世帯以外の世帯 第13条第 1項第 3号イに

定めるところにより算定した額

図 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第 6条第 1項の規
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定による退職被保険者（以下「退職被保険者」という。）の属する世帯

であって特定月以後 5年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。） 第13条第 1項第 3号口に定める

ところにより算定した額

図特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後 5年を経過する月の翌月から特定月以後 8年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。） 第13条第 1項第 3号ハに定めるところにより算定した額

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額）

第17条 第11条の基礎賦課額は、各年度において法第82条の 3第3項の規定 第17条 第11条又は第14条の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等と

による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令 が同一の世帯に属する場合には、第11条の基礎賦課額と第14条の基礎賦課

第29条の 7第2項第 9号に掲げる額を超えることができない。 額との合算額をいう。第19条第 3項、第20条及び第24条第 1項において同

じ。）は、 650,000円を超えることができない。

（後期高齢者支援金等賦課総額） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額）
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新（改正後） 旧（現行）

第17条の 2

24条の 4及び第24条の 5の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額

保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第24条、第

するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の

総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第 1号に掲げ

る額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。

次号において同じ。）
|
2
2
5
1
 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 法附則第 7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の

額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第72条の 3第 1項、

第72条の 3の 2第 1項及び第72条の 3の 3第 1項の規定による繰入

金を除く。）の額

（後期高齢者支援金等賦課額）

第17条の 3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯

第17条の 2

等賦課額（第24条、第24条の 4及び第24条の 5の規定により後期高齢者支

保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金

援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することに

なる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）

は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した

額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、

大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号にお

いて同じ。）

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の

額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第 9条第1項の

規定により読み替えられた、法第72条の 3第 1項、第72条の 3の2第

1項及び第72条の 3の 3第 1項の規定による繰入金を除く。）の額

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額）

第17条の 3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯
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に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算 に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。 合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険

この場合において、その額に 1円末満の端数があるときは、これを切り捨 者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被

てる。 保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の合計額とす

る。この場合において、その額に100円末満の端数があるときは、これを

切り捨てる。

（後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定）

第17条の 4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年 第17条の 4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の

の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗 前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率

|2261 

じて算定する。 を乗じて算定する。

（後期高齢者支援金等賦課額の保険糾率） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率）

第17条の 5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 第17条の 5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。

山所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保 山所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の48.4に相当する額を

険料率における所得割の率 一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令

第29条の 7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康

保険法施行規則第32条の 9の2に規定する方法により補正された後の

金額とする。）の総額で除して得た数

盆被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦 盆被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の31に相当す

課額の保険料率における被保険者均等割の額 る額を当該年度の前年度及びその直前の 2箇年度の各年度における一

般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ (3) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ

からハまでに定めるところにより算定した額 からハまでに定めるところにより算定した額
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エロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後 エロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢

期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 者支援金等賦課総額の100分の20.6に相当する額を当該年度の前年度

及びその直前の 2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世

帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に 2分の 1を乗じ

て得た数と特定継続世帯の数に 4分の 1を乗じて得た数の合計数を

控除した数で除して得た額

ロ・ノ‘ ［略］ ロ・ノ‘ ［略］

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、 1円未満の端数があ 2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位末

るときは、これを切り上げるものとする。 満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとす

る。
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3 ［略］ 3 ［略］

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額）

第17条の 6から第17条の 9まで削墜 第17条の 6 保険糾の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援

金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額

及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世

帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に

属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額）とする。

この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定）

第17条の 7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得

金額等に、第17条の 5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

（退職被保険者等に係る後期扁齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の
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算定）

第17条の 8 第17条の 6の被保険者均等割額は、第17条の 5の規定により算

定した額と同額とする。

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算

匡

第17条の 9 第17条の 6の世帯別平等割額は、第 1号から第 3号までに掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ第 1号から第 3号までに定める額とする。

山次号又は第 3号に掲げる世帯以外の世帯第17条の 5第 1項第 3号

イに定めるところにより算定した額
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凶 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後 5年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。） 第17条の 5第 1項第 3号口に

定めるところにより算定した額

③ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後 5年を経過する月の翌月から特定月以後 8年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。） 第17条の 5第 1項第 3号ハに定めるところにより算定した

堕

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額）

第17条の10 第17条の 3の後期高齢者支援金等賦課額は、各年度において法 第17条の10 第17条の 3又は第17条の 6の後期高齢者支援金等賦課額（一般

第82条の 3第 3項の規定による通知が行われた日において施行されてい 被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第17条の 3

た国民健康保険法施行令第29条の 7第 3項第 8号に掲げる額を超えるこ の後期高齢者支援金等賦課額と第17条の 6の後期高齢者支援金等賦課額

とができない。 との合算額をいう。第19条第 3項、第20条及び第24条第 1項において同
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|
2
2
9
1
 

（介護納付金賦課総額）

第17条の11 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第24条及び第24条の

5の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、

その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」

という。）は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額

を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) ［略］

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 法附則第 7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の

額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第72条の 3第 1項及

び第72条の 3の3第 1項の規定による繰入金を除く。）の額

（介護納付金賦課額）

第17条の12 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該枇帯に属する

介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額

の合算額の総額とする。この場合において、その額に 1円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。

じ。）は、 200,000円を超えることができない。

（介護納付金賦課総額）

第17条の11 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第24条及び第24条の

5の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、

その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」

という。）は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額

を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) ［略］

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の

額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第 9条第 1項の

規定により読み替えられた法第72条の 3第 1項及び第72条の 3の 3

第 1項の規定による繰入金を除く。）の額

（介護納付金賦課額）

第17条の12 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する

介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額

の合算額の総額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率）

第17条の14 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率 第17条の14 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。

山所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率に 山所得割 介護納付金賦課総額の100分の44.9に相当する額を介護納付

おける所得割の率 金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行

図被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保 令第29条の 7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健

険料率における被保険者均等割の額 康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金

額とする。）の総額で除して得た数

|230| 

盆被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の55.1に相当する額を

当該年度の前年度及びその直前の 2箇年度の各年度における介護納付

金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、 1円末満の端数があ 2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未

るときは、これを切り上げるものとする。 満の端数又は10円末満の端数があるときは、これを切り上げるものとす

る。

3 ［略］ 3 ［略］

（介護納付金賦課限度額） （介護納付金賦課限度額）

第17条の15 第17条の12の介護納付金賦課額は、各年度において法第82条の 第17条の15 第17条の12の介護納付金賦課額は、 170,000円を超えることが

3第 3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健 できない。

康保険法施行令第29条の 7第 4項第 8号に掲げる額を超えることができ

なし‘。

（普通徴収に係る保険料の納期等） （普通徴収に係る保険料の納期等）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第19条［略］

［略］2
 

第19条［略］

［略］2
 

3 第 1項に規定する各納期の納付額は、当該年度における第11条の基礎賦

課額、第17条の 3の後期高齢者支援金等賦課額及び第17条の12の介護納付

金賦課額の合算額を同項に規定する納期の数で除して得た額とする。ただ

し、納期ごとの分割金額に100円末満の端数があるときは、その端数金額

は、全工最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 

（賦課期日後において納付義務の発生若しくは消滅又は被保険者数の異動

［略］

|
2
3
1
|
 

等があった場合）

第20条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は 1世帯に属する被保

険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは 1世帯に属する被保険者が介

護納付金賦課被保険者となった、若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の 7の2第 2項に規定する

特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場

合における当該納付義務者に係る第11条の基礎賦課額（被保険者数が璽加

三若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被

保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合

における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）、第17条の 3の

後期高齢者支援金等賦課額（被保険者数が増加し、若しくは減少した場合

（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合

を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者

3 第 1項に規定する各納期の納付額は、当該年度における第11条若しくは

第14条の基礎賦課額、第17条の 3若しくは第17条の 6の後期高齢者支援金

等賦課額及び第17条の12の介護納付金賦課額の合算額を同項に規定する

納期の数で除して得た額とする。ただし、納期ごとの分割金額に100円未

満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る分割金

額に合算するものとする。

［略］4 

（賦課期日後において納付義務の発生若しくは消滅又は被保険者数の異動

等があった場合）

第20条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は 1世帯に属する被保

険者数が璽皿若しくは減少し、又は 1世帯に属する被保険者が介護納付金

賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若

しくは国民健康保険法施行令第29条の 7の2第 2項に規定する特例対象

被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場合におけ

る当該納付義務者に係る第11条若しくは第14条の基礎賦課額（被保険者数

が堕加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより

被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場

合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）、第17条の 3

若しくは第17条の 6の後期高齢者支援金等賦課額（被保険者数が増加若し

くは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数

が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合における



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

に係る世帯別平等割額を除く。）、第17条の12の介護納付金賦課額、第24 当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）又は第17条の12の介護納

条第 1項各号（同条第 3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場 付金賦課額又は第24条第 1項各号に定める額若しくは同条第 3項若しく

合を含む。次項において同じ。）に定める額、第24条の 4第 1項（同条第 は第4項の規定により読み替えて準用する同条第 1項各号に定める額の

3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。） 算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しく

に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の 5を は減少した日（法第 6条第 1号から第8号までの規定のいずれかに該当し

乗じて得た額、第24条の 4第4項第 1号（同条第6項の規定により読み替 たことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月

えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に掲げる額、第24条の 5 の初日であるときに限り、その前日とする。）又は 1世帯に属する被保険

第 1項各号（同条第 3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合 者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者

を含む。次項において同じ。）に掲げる額又は同条第 5項各号（同条第 7 でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割
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項又は第 8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において をもつて行う。

同じ。）に掲げる額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被

保険者数が増加し、若しくは減少した日（法第 6条第 1号から第 8号まで

の規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合にお

いては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）

若しくは 1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、若

しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険

者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務 2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務

者に係る第11条の基礎賦課額、第17条の 3の後期高齢者支援金等賦課額斗 者に係る第11条若しくは第14条の基礎賦課額、第17条の 3若しくは第17

第17条の12の介護納付金賦課額.:,__第24条第 1項各号に定める額、第24条の 条の 6の後期高齢者支援金等賦課額又は第17条の12の介護納付金賦課額

4第 1項に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10 塁第24条第 1項各号に定める額若しくは同条第 3項若しくは第 4項の

分の 5を乗じて得た額、第24条の 4第4項第 1号に掲げる額、第24条の 5 規定により読み替えて準用する同条第 1項各号に定める額の算定は、その

第 1項各号に掲げる額又は同条第 5項各号に掲げる額の算定は、その納付 納付義務が消滅した日（法第 6条第 1号から第 8号までの規定のいずれか



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

義務が消滅した日（法第 6条第 1号から第 8号までの規定のいずれかに該

当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が

月の初日であるときに限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、

月割をもつて行う。

|
2
3
3
|
 

（低所得者の保険料の減額）

第24条 次の各号に該当する納付義務者に課する保険料の賦課額のうち基

礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額（当該減額して得た額が第17条に規定する金額を超える場合

には、同条に規定する金額）とする。

(1) ［略］

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2第 2項第

1号に定める金額（納付義務者等のうち給与所得者等の数が 2以上の場

合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1を減じ

た数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に295,000円に当該年

度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

は、その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する

もの以外のもの イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額と口に掲げる額とを合算した額

に該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した

日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）の属する月の前月ま

で、月割をもつて行う。

（低所得者の保険料の減額）

第24条 次の各号に該当する納付義務者に課する保険料の賦課額のうち基

礎賦課額は、第11条又は第14条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定

める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第17条に規定する金額を

超える場合には、同条に規定する金額）とする。

(1) ［略］

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2第 2項第

1号に定める金額（納付義務者等のうち給与所得者等の数が 2以上の場

合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1を減じ

た数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に290,000円に当該年

度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

は、その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する

もの以外のもの イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額と口に掲げる額とを合算した額



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

イ・ロ

(3) 第 1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

［略］

|
2
3
4
|
 

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2第 2項

第 1号に定める金額（納付義務者等のうち給与所得者等の数が 2以上の

場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1を減

じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に545,000円に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合

は、その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前 2号に該当す

るもの以外のもの イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるも

イ・ロ

のの数を乗じて得た額と口に掲げる額とを合算した額

［略］

2
 

［略］

3....  

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

金等賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17条の 3」と、 「第17条」と

あるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第 2項」とあるのは「第17

条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17条の12」と、 「第17条」とある

2
 

イ・ロ

(3) 第 1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2第 2項

第 1号に定める金額（納付義務者等のうち給与所得者等の数が 2以上の

場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1を減

じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に535,000円に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合

は、その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前 2号に該当す

るもの以外のもの イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるも

イ・ロ

［略］

のの数を乗じて得た額と口に掲げる額とを合算した額

［略］

［略］

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、 「第11条又は第14条」とあるのは「第17条の 3又は第17

条の 6」と、 「第17条」とあるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第

2項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、 「第11条又は第14条」 とあるのは「第17条の12」と、 「第17



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

のは「第17条の15」

14第 2項」と読み替えるものとする。

と、第 2項中「第13条第 2項」

（末就学児の被保険者均等割額の減額）

第24条の 4 当該年度において、その世帯に 6歳に達する日以後の最初の 3

月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合（第

4項に規定する場合を除く。）における当該未就学児に係る当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額は、第13条の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、 10分の 5を乗じて得た額（当

|
2
3
5
|
 

2
 

とあるのは「第17条の

該額に端数がある場合は、第13条第 2項の規定の例により端数の切上げを

行った後の額とする。）を控除して得た額とする。

［略］

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、 「第13条」とあるのは「第17条の 5」と、 「第13条第 2

とある項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と、前項中「第13条第 3項」

のは「第17条の 5第 3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第24条の規定により保険料を減額するものとした納

付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第 1号に掲げる額から第 2号

に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率

2
 

条」 とあるのは「第17条の15」と、第 2項中「第13条第 2項」

「第17条の14第 2項」と読み替えるものとする。

に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 

とあるのは

（末就学児の被保険者均等割額の減額）

第24条の 4 当該年度において、その世帯に 6歳に達する日以後の最初の 3

月31日以前である被保険者（以下「末就学児」という。）がある場合（第

4項に規定する場合を除く。）における当該末就学児に係る当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額は、第13条又は第16条の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、 10分の 5を乗じ

て得た額（当該額に端数がある場合は、第13条第 2項の規定の例により端

数の切上げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする。

［略］

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、 「第13条又は第16条」とあるのは「第17条の 5又は第17

条の 8」と、 「第13条第 2項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と、前項

中「第13条第 3項」とあるのは「第17条の 5第 3項」と読み替えるものと

する。

4 当該年度において、第24条の規定により保険料を減額するものとした納

付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第 1号に掲げる額から第 2号

第13条又は第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

に第24条第 1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲

げる割合を乗じて得た額（同条第 2項において読み替えて準用する第13

条第 2項の規定の滴用がある場合には、その滴用後の額）を控除して得

た額

［略］

5
 

(2) 

［略］

6 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

|
2
3
6
|
 

金等賦課額」と、 「第13条」とあるのは「第17条の 5」と、 「第13条第 2

とある項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と、前項中「第13条第 3項」

のは「第17条の 5第 3項」と読み替えるものとする。

（出産被保険者の保険料の減額）

第24条の 5 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

令第29条の 7第 5項第 8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）

がある場合（第 5項に規定する場合を除く。）における当該世帯の納付義

務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦

課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額（当該減額して

同条に規定する金額）得た額が第17条に規定する金額を超える場合には、

とする。

(1) • (2) 

2
 

［略］

［略］

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

5
 

2
 

該保険料率に第24条第 1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項

各号イに掲げる割合を乗じて得た額（同条第 2項において読み替えて準

用する第13条第 2項の規定の適用がある場合には、その適用後の額）を

控除して得た額

(2) ［略］

［略］

6 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、 「第13条又は第16条」とあるのは「第17条の 5又は第17

条の 8」と、 「第13条第 2項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と、前項

中「第13条第 3項」とあるのは「第17条の 5第 3項」と読み替えるものと

する。

（出産被保険者の保険料の減額）

第24条の 5 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

令第29条の 7第 5項第 8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）

がある場合（第 5項に規定する場合を除く。）における当該世帯の納付義

務者に対して課する保険料の賦課額のうち某礎賦課額は、第11条又は第14

全の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額（当

該減額して得た額が第17条に規定する金額を超える場合には、同条に規定

する金額）とする。

(1) • (2) ［略］

［略］

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） IH （現行）

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」

金等賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17条の 3」と、 「第17条」と

とあるのは「後期高齢者支援

あるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第 2項」とあるのは「第17

条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1項中「規定する出産被保険者」とあるのは「規

定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者に限る。）」と、 「基礎賦

課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17

条の12」と、 「第17条」とあるのは「第17条の15」と、第 2項中「第13

条第 2項」とあるのは「第17条の14第 2項」と読み替えるものとする。
|
2
3
7
|
 

5 当該年度において、第24条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額

後の第11条の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得

6
 

た額（当該減額して得た額が第17条に規定する金額を超える場合には、同

条に規定する金額）とする。

［略］(1) • (2) 

［略］

7 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17条の 3」と、 「第17条」と

あるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第 2項」とあるのは「第17

条の 6」と、 「第17条」とあるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第

2項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1項中「規定する出産被保険者」とあるのは「規

定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者に限る。）」と、 「基礎賦

課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、 「第11条又は第14条」とある

のは「第17条の12」と、 「第17条」とあるのは「第17条の15」と、第 2項

中「第13条第 2項」とあるのは「第17条の14第 2項」と読み替えるものと

する。

5 当該年度において、第24条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額

後の第11条又は第14条の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を

減額して得た額（当該減額して得た額が第17条に規定する金額を超える場

6
 

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」

金等賦課額」と、 「第11条又は第14条」とあるのは「第17条の 3又は第17

合には、同条に規定する金額）

(1) • (2) ［略］

［略］

とする。

とあるのは「後期高齢者支援

7 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」

条の 6」

と、 「第11条又は第14条」とあるのは「第17条の 3又は第17

と、 「第17条」とあるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

8 第 5項及び第 6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 5項中「世帯に出産被保険者」とあるのは「世

帯に出産被保険者（介護納付金賦課被保険者に限る。以下この項において

同じ。）」と、 「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、 「第

11条」とあるのは「第17条の12」と、 「第17条」とあるのは「第17条の15」

と、第 6項中「第13条第 2項」とあるのは「第17条の14第2項」と読み替

えるものとする。

|
2
3
8
|
 

（保険料の督促）

第26条 納付義務者が納期限までに保険料を納付しない場合においては、市

長は、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならな

し‘。

2
 

［略］

（延滞金）

第27条［略］

［略］2
 
3 市長は、納付義務者が納期限までにその保険料を納付しなかったことに

ついて、規則で定めるやむを得ない理由があると認める場合は、第 1項に

規定する延滞金を減免することができる。

2項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

8 第 5項及び第 6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 5項中「世帯に出産被保険者」とあるのは「世

帯に出産被保険者（介護納付金賦課被保険者に限る。以下この項において

同じ。）」と、 「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、 「第

11条又は第14条」とあるのは「第17条の12」と、「第17条」とあるのは「第

17条の15」と、第 6項中「第13条第 2項」とあるのは「第17条の14第2項」

と読み替えるものとする。

（保険料の督促）

第26条 納付義務者が納期限までに保険料を納付しない場合においては、市

長は、納期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならな

し‘。

2
 

2
 

［略］

（延滞金）

第27条［略］

［略］

3 市長は、納付義務者が納期限までにその保険料を納付しなかったことに

ついてや砂を得ない理由があると認める場合は、第 1項に規定する延滞金

を減免することができる。

（保険料の減免）

［略］

（保険料の減免）

第29条 第29条 ［略］
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新（改正後） 旧（現行）

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、規則で定める

やむを得ない理由があると認める場合を除き、納期限までに次に掲げる事

3
 

項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付

して、市長に提出しなければならない。

(1),......,(3) ［略］

［略］

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付

して、市長に提出しなければならない。

3
 

(1)"-'(3) 

［略］

［略］

|

2

3

9
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